
 ２０２５年度松前町社会福祉協議会の事業計画・予算  

≪事業計画≫ 

基本方針 

２０２４年度の介護報酬改定では、訪問介護の基本報酬が引き下げとなるなど、訪問介護事業を

実施している多くの「社協」にとっては大変厳しいものとなりました。本会におきましても、ここ

数年介護保険事業に苦戦を強いられ、厳しい財政運営が続いていることから、昨年１１月に経営改

善委員会を設置して財政再建の道を模索しているところです。 

「社協」は、社会福祉法に位置付けられている団体であり、地域福祉の推進を図ることを目的と

して、制度だけでは対応しづらい様々な地域の生活課題に対し、地域住民や行政、関係機関・団体

等と協力しながら事業を展開しなければならない使命があります。近年では、急激な物価高騰によ

る生活困窮や社会的孤立、近い将来発生が懸念されている南海トラフ地震への備え等、「社協」が

早急に取り組んでいかなければならない課題は山積しており、本会としても一刻も早く財政基盤の

安定化を図るとともに変動激しい社会情勢にも対応できる組織体制を整え、地域の課題解決に向け

て邁進していかなければならないと考えています。 

本年は、第１期地域福祉活動計画を総括する年であるとともに、第２期計画の策定に取り組む年

でもあります。非常に厳しい経営状態が続いていますが、ここで今一度「社協」の原点に立ち返り、

本会の理念にもあります「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」に貢献できるよ

う、「社協の強み」を活かした事業展開に努めてまいります。 

 

重点目標 実施項目 

１ 安定した福祉活動を展開 

するための基盤作りと強化 

（１）理事会・評議員会・監事会の開催・広報啓発活動等 

（２）会員会費事業・共同募金配分金事業・まごころ銀行運営事業 

２ 住民の視点に立った福祉 

活動の実施 

（１）ボランティアセンター活動事業 

（２）社会福祉大会 

（３）地域福祉活動計画 

３ 総合的な相談支援事業の 

実施 

（１）心配ごと相談所事業 

（２）民生児童委員協議会運営事業 

（３）権利擁護事業・障がい者相談支援事業 

（４）生活福祉資金貸付事務受託事業 

（５）生活困窮者自立支援事業 

４ 多様なニーズに基づいた 

福祉事業の実施 

（１）福祉機器等貸出事業 

（２）児童館運営事業 

（３）障がい者ホームヘルプサービス事業 

（４）訪問介護（総合事業訪問介護）事業 

（５）老人デイサービス（総合事業老人デイサービス）事業 

（６）居宅介護支援事業 

（７）地域支援事業 

（８）独居高齢者福祉ネットワーク事業 

５ その他事業 （１）福祉センター管理運営事業 

（２）軽食喫茶運営事業 

 


